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○八王子市心身障害者福祉手当支給条例施行規則 

昭和４９年４月１日 

規則第１８号 

 改正 昭和４９年９月３０日規則第５８号 昭和４９年１２月２０日規則第７９号 

 昭和５９年１２月４日規則第３８号 平成元年３月３１日規則第８号 

 平成３年２月４日規則第２号 平成３年３月３０日規則第１９号 

 平成５年３月２６日規則第５号 平成９年３月３１日規則第２８号 

 平成１１年３月３１日規則第２９号 平成１２年７月３１日規則第７８号 

 平成１３年７月３１日規則第７５号 平成１４年７月３１日規則第６２号 

 平成１４年１２月２７日規則第７９号 平成１５年３月３１日規則第３８号 

 平成１５年７月３１日規則第６５号 平成１６年３月９日規則第３号 

 平成１６年７月３０日規則第４４号 平成１７年３月３１日規則第３８号 

 平成１８年９月２９日規則第７８号 平成１９年３月２７日規則第８号 

 平成２２年３月３１日規則第３８号 平成２２年７月２０日規則第５４号 

 平成２４年１月１６日規則第２号 平成２４年３月３０日規則第２６号 

 平成２４年７月１８日規則第６３号 平成２５年３月２９日規則第１６号 

 平成２６年３月３１日規則第１２号 平成２８年３月３１日規則第２１号 

 平成２８年１２月２７日規則第６５号 平成２９年９月１５日規則第２５号 

 平成２９年１２月２８日規則第３１号  

（趣旨） 

第１条 この規則は、八王子市心身障害者福祉手当支給条例（昭和４９年八王子市条例第２

５号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（市規則で定める事由により申請を行わなかつた者） 

第２条 条例第２条第１項に規定する市規則で定める事由により申請を行わなかつた者は、

次に掲げる者とする。 

(１) ６５歳に達する日の前日において第６条に規定する施設（以下この条において「施

設」という。）に入所していた者で、６５歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入

所していないもの 

(２) ６５歳に達する日の前日において条例第２条第２項第１号に該当していた者で、６

５歳に達した日以後に同号に該当していないもの 

(３) 八王子市老人福祉手当支給条例（昭和４６年八王子市条例第１９号）附則第３項の
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規定による失効前の同条例（以下「旧老人福祉手当支給条例」という。）に基づく手当

を受給していた者（東京都の区域内の他の区市町村において旧老人福祉手当支給条例に

よる手当と同種の手当を受給していた者を含む。） 

(４) ６５歳に達する日の前日において八王子市（以下「市」という。）の区域外に住所

を有していた者で、６５歳に達した日以後に市の区域内に住所を有しているもの 

(５) その他市長がやむを得ないと認める事由により申請を行わなかつた者 

（所得の額） 

第３条 条例第２条第２項第１号に規定する市規則で定める額は、所得税法（昭和４０年法

律第３３号）に規定する同一生計配偶者及び扶養親族（以下「扶養親族等」という。）の

数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定める額とする。 

扶養親族等の数 金額 

0人 3,604,000円 

1人以上 3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円（所得税法に規定する

同一生計配偶者（70歳以上の者に限る。）又は老人扶養親族にあつ

ては1人につき480,000円、同法に規定する特定扶養親族又は控除対

象扶養親族（19歳未満の者に限る。）にあつては1人につき630,000

円）を加算して得た額 

（所得の範囲） 

第４条 条例第２条第３項に規定する所得は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第５

条第２項第１号に掲げる市町村民税（特別区が同法第１条第２項の規定によつて課する同

法第５条第２項第１号に掲げる税を含む。以下同じ。）についての同法その他の市町村民

税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。 

（所得の額の計算方法） 

第５条 条例第２条第３項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の４月１日の

属する年度分の市町村民税に係る地方税法第３１３条第１項に規定する総所得金額、退職

所得金額及び山林所得金額、同法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第３５条

第５項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引

に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等

に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第７項（同法第１２条第７項及び第１

６条第４項において準用する場合を含む。）に規定する特定適用利子等の額、同法第８条
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第９項（同法第１２条第８項及び第１６条第５項において準用する場合を含む。）に規定

する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特

例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号）第３条の２の２第１０項に規定する条約適

用利子等の額並びに同条第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。 

２ 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した

額からそれぞれ控除するものとする。 

(１) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第３１４条の２第１項第１号から第４

号まで又は第１０号の２に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療

費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相

当する額 

(２) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第３１４条の２第１項第６号に規定す

る控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者（条例第２条第１項の支

給要件に該当する者の所得の場合にあつては、その者を除く。）１人につき、２７万円

（当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合は、４０万円） 

(３) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第３１４条の２第１項第８号に規定す

る控除を受けた者については、２７万円（当該寡婦が同法第３１４条の２第３項に規定

する寡婦である場合は、３５万円） 

(４) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第３１４条の２第１項第９号に規定す

る控除を受けた者については、２７万円 

（施設） 

第６条 条例第２条第２項第３号に規定する市規則で定める施設は、次に掲げる施設（通所

により利用する施設を除く。）をいう。 

(１) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設であつて、国若しくは地方公共団

体又は社会福祉法人の設置する施設 

(２) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する養護老人ホーム、

特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム 

(３) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３８条第１項第１号に規定する救護施

設 

(４) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成１４年法律第１６７

号）第１１条第１号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
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の設置する施設 

(５) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われてい

る施設であつて市長が定めるもの 

（受給資格認定の申出） 

第７条 条例第４条の規定による受給資格の申出は、心身障害者福祉手当認定申請書（第１

号様式）に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 

(１) 条例第２条第１項に規定する障害者が同項に定める程度の障害を有する者である

ことを証する書類 

(２) 前年の所得（１月から７月までの月分の心身障害者福祉手当（以下「手当」という。）

については、前前年の所得）の状況を証する書類 

（認定及び却下の通知） 

第８条 市長は、前条の申出を受理したときは、条例第２条に定める支給要件に該当してい

るか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、心身障害者福祉手当認定通知書（第

２号様式）により、当該申出をした者に通知する。 

２ 市長は、前項の調査の結果、受給資格がないと認めたときは、心身障害者福祉手当非該

当通知書（第３号様式）により、当該申出をした者に通知する。 

（調査の依頼） 

第９条 市長は、必要があると認めたときは、前条の規定による調査を医師その他適当と認

める者に依頼することができる。 

（支払時期の特例） 

第１０条 条例第７条ただし書に規定する特別の事情とは、受給資格の認定を受けた者（以

下「受給者」という。）が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 

(１) 受給資格が消滅したとき。 

(２) 支払時期が経過した後において支払うべき理由があるとき。 

(３) 災害、疾病等市長が特に必要と認める理由があるとき。 

（支払の停止） 

第１１条 市長は、受給者が第１５条又は第１６条に規定する届出を怠つたことにより、当

該受給者の手当の支給を受ける権利の有無が明らかでないときは、手当の支給を受ける権

利のあることが明らかになるまで、手当を支払わないことができる。 

（受給資格消滅の通知） 

第１２条 市長は、条例第８条の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、心身障害
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者福祉手当受給資格消滅通知書（第４号様式）により当該受給者であつた者に通知する。

ただし、同条第１号に該当する場合は、この限りでない。 

（未支払手当） 

第１３条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその

者に支払つていなかつたものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族に

支払う。 

２ 前項に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払心身障害者福祉手当請求書

（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

（手当の返還請求） 

第１４条 条例第９条の規定による手当の返還請求は、心身障害者福祉手当返還請求書（第

６号様式）により、手当を返還すべき者に通知して行う。 

（届出） 

第１５条 条例第１０条の規定による届出は、心身障害者福祉手当異動（消滅）届（第７号

様式）により行う。 

２ 条例第１０条第３号に規定する届け出るべき事項とは、次に定める事項とする。 

(１) 受給者の氏名の変更 

(２) その他市長が特に必要があると認めた事項 

（現況届） 

第１６条 受給者は、毎年６月１日から７月３１日までの間に、心身障害者福祉手当受給者

現況届（第８号様式）に第７条第２号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。ただし、市長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。 

（状況調査） 

第１７条 第９条の規定は、条例第１２条の規定による調査の場合に準用する。 

（台帳登載） 

第１８条 市長は、心身障害者福祉手当受給者台帳（第９号様式。以下「台帳」という。）

を備え、第８条第１項の規定により心身障害者福祉手当認定通知書を交付した者をこれに

登載する。ただし、台帳に記載すべき事項を電子計算組織に記録して管理する場合には、

台帳の作成を省略することができる。 

附 則 

この規則は、昭和４９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４９年９月３０日規則第５８号） 
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この規則は、昭和４９年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和４９年１２月２０日規則第７９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５９年１２月４日規則第３８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年３月３１日規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３年２月４日規則第２号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、当分の間、これを

使用することができる。 

附 則（平成３年３月３０日規則第１９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年３月２６日規則第５号） 

１ この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

２ この規則施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成９年３月３１日規則第２８号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年３月３１日規則第２９号） 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年７月３１日規則第７８号） 

この規則は、平成１２年８月１日から施行する。 

附 則（平成１３年７月３１日規則第７５号） 

この規則は、平成１３年８月１日から施行する。 

附 則（平成１４年７月３１日規則第６２号） 

この規則は、平成１４年８月１日から施行する。 

附 則（平成１４年１２月２７日規則第７９号抄） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１５年３月３１日規則第３８号） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 
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附 則（平成１５年７月３１日規則第６５号） 

この規則は、平成１５年８月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月９日規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年７月３０日規則第４４号） 

１ この規則は、平成１６年８月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成１７年３月３１日規則第３８号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年９月２９日規則第７８号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第６条の改正規定は、平成１８年１０月

１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成１９年３月２７日規則第８号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日規則第３８号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年７月２０日規則第５４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年１月１６日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日規則第２６号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年７月１８日規則第６３号） 

１ この規則は、平成２４年８月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の八王子市心身障害者福祉手当支給条例施行規則の規定は、平成

２４年８月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年７月以前の月分

の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。 

附 則（平成２５年３月２９日規則第１６号） 
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この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日規則第１２号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第２１号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年１２月２７日規則第６５号） 

１ この規則は、平成２９年１月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の八王子市心身障害者福祉手当支給条例施行規則第５条第１項

の規定は、平成３０年８月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年

７月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年９月１５日規則第２５号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成２９年１２月２８日規則第３１号） 

１ この規則は、平成３０年１月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の八王子市心身障害者福祉手当支給条例施行規則第３条の規定

は、平成３１年８月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年７月以

前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による
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